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地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
三
五
号

（
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議
院
送
付
）

）

要
旨

平
成
二
十
四
年
末
を
も
っ
て
京
都
議
定
書
第
一
約
束
期
間
が
終
了
し
、
ま
た
、
現
行
法
に
基
づ
く
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計

画
の
取
組
も
平
成
二
十
四
年
度
末
を
も
っ
て
終
了
す
る
。
我
が
国
は
、
全
て
の
主
要
国
が
参
加
す
る
公
平
か
つ
実
効
性
の
あ
る

国
際
枠
組
み
の
構
築
を
目
指
す
観
点
か
ら
、
京
都
議
定
書
第
二
約
束
期
間
に
は
加
わ
ら
な
い
も
の
の
、
国
連
気
候
変
動
枠
組
条

約
下
の
カ
ン
ク
ン
合
意
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
五
年
度
以
降
も
引
き
続
き
地
球
温
暖
化
対
策
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
。
こ
の

た
め
、
本
法
律
案
は
、
今
後
の
地
球
温
暖
化
対
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る
べ
く
、
国
に
よ
る
地
球
温
暖
化
対
策

計
画
の
策
定
を
規
定
す
る
等
の
所
要
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
地
球
温
暖
化
の
定
義
に
海
水
の
温
度
の
追
加
的
な
上
昇
を
加
え
る
。
ま
た
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
定
義
に
三
ふ
っ
化
窒
素
を

加
え
る
。

二
、
政
府
は
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
地
球
温
暖
化
対
策
計
画
を
定
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
と
す
る
。
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三
、
政
府
は
、
少
な
く
と
も
三
年
ご
と
に
、
我
が
国
に
お
け
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
及
び
吸
収
の
量
の
状
況
そ
の
他
の
事
情

を
勘
案
し
て
、
地
球
温
暖
化
対
策
計
画
に
定
め
ら
れ
た
目
標
及
び
施
策
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
も
の
と
す
る
。

四
、
地
球
温
暖
化
対
策
計
画
の
案
の
作
成
及
び
実
施
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
を
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
本
部
の
所
掌
事
務
と
す

る
。

、

、

。

、

、

五

こ
の
法
律
は

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る

た
だ
し

温
室
効
果
ガ
ス
の
定
義
に
三
ふ
っ
化
窒
素
を
加
え
る
改
正
規
定
は

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

な
お
、
本
法
律
案
に
つ
い
て
は
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
国
の
責
務
と
し
て
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
の
た
め
の
技

術
に
関
す
る
研
究
開
発
の
推
進
及
び
そ
の
成
果
の
普
及
に
努
め
る
こ
と
、
我
が
国
の
経
済
社
会
が
国
際
的
な
密
接
な
相
互
依
存

関
係
の
中
で
営
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
我
が
国
に
蓄
積
さ
れ
た
知
識
、
技
術
、
経
験
等
を
生
か
し
て
国
際
協
力
を
推
進
す

る
こ
と
と
す
る
規
定
を
加
え
る
旨
の
修
正
が
行
わ
れ
た
。


